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第２節 パッケージ型自動消火設備 

 

第１ 用語の意義 

この節における用語の意義は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備

等に関する省令（平成16年総務省令第92号）及びパッケージ型自動消火設備の設置及び維持

に関する技術上の基準を定める件（平成16年消防庁告示第13号。以下「告示第13号」という。）

第２に示すものをいう。 

 

第２ 設置要件 

  告示第13号第３の規定によるほか、告示第13号第３第２号に規定する「易燃性の可燃物」

とは、表面が合成皮革製のソファ等で特に燃焼速度が速いものとして次の全てに該当するも

のをいう。 

１ 座面（正面幅がおおむね0.8メートル以上あるものに限る。）及び背面からなるもの 

２ 表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されているもの 

 

第３ 設置維持の基準 

  告示第13号第４及び第５の規定によるほか、次によること 

１ 同時放射区域が隣接する場合における防護面積は、隣接する部分（壁、戸等により区画

されない部分をいう。）に限り、0.6メートル長くすることができる（図８－２－１）。◆ 

図８－２－１ 

１の居室等を２の同時放射区域とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同時放射区域 Ｌ×ＬＡ＝Ｌ×（ＬＣ＋0.6） 

この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はＬ×（ＬＣ＋0.6）とす

ることができる。 
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廊下、通路等を２以上の同時放射区域とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１同時放射区域 Ｌ×ＬＡ＝Ｌ×（ＬＣ＋0.6） 

第２同時放射区域 Ｌ×ＬＢ＝Ｌ×（0.6＋ＬＣ＋0.6） 

この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はそれぞれＬ×（（ＬＣ

＋0.6）又は（0.6＋ＬＣ＋0.6））とすることができる。 
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 ２ 告示第13号第４第６号(1)に規定する「隣接する同時放射区域」とは、火災が発生した場

合において延焼するおそれのある、当該同時放射区域に接している区域等を全部含むもの

であること（図８－２－２） 

図８－２－２ 

隣接する同時放射区域の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ ○印は、隣接するものを示す。 

       ２ 廊下ａ及び廊下ｂは、同時放射区域（13㎡）で区画した場合とする。 

       ３ 各室は、１の同時放射区域となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



447 

 

 

 

 

３ 告示第13号第４第６号(1)の規定により「隣接する同時放射区域間の設備を共用」する

場合は、次によること 

  (1) 次表の左欄に定める場合に応じ、それぞれ右欄に適合すること（図８－２－３） 

図８－２－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Ａ室とＢ室間において 

共用できる場合 

（a-c間が右の事項を満

たす場合） 

耐火構造若しくは準耐火構造又はこれらと同等以上の

防火性能を有する壁等で区画されていること。なお、Ａ室

とＢ室間に開口部があるときは、当該部分に防火設備で

ある防火設備が設けられていること 

② Ａ室又はＢ室と廊下に 

おいて共用できる場合 

 （b-c間又はc-d間が右の 

事項に該当する場合） 

耐火構造若しくは準耐火構造又はこれらと同等以上の

防火性能を有する壁等で区画されていること。なお、Ａ室

又はＢ室と廊下の間に開口部があるときは、当該部分に

防火設備である防火設備が設けられていること 

 

  (2) 告示第13号第４第６号(1)ハに規定する「火災が発生した同時放射区域以外の同時放

射区域に対応する防護区域に設ける放出口から消火薬剤が放射されないように設置す

る場合」とは、１の同時放射区域が隣接する同時放射区域と壁、床、天井、戸等で区画

されている場合のほか、次のいずれかにより火災が発生した同時放射区域以外には消火

薬剤を放射させない措置を講じた場合が該当するものとする。 

ア １の同時放射区域に対し消火薬剤を放射した後、他の同時放射区域から異なる２以

上の火災信号を受信しても当該他の同時放射区域に係る選択弁等が作動しないよう

に受信装置が制御されたもの 

イ 火災信号の受信を遮断する機能等を用いることにより、受信装置が１の同時放射区

域において異なる２以上の火災信号を受信した後に、他の同時放射区域から火災信号

を受信しないように措置されたもの 

ウ 同時放射区域を重複させる部分の中央付近に天井面から35センチメートル以上下

方に突出した難燃性の垂れ壁が設置されたもの 

(3) 隣接する同時放射区域の境界部分（壁、床、天井、戸等で区画されている部分を除
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く。）は 0.9メートル以上重複させて設定すること。ただし、(2)．ウの場合にあっては、

同時放射区域の重複は２を超えないこと（図８－２－４） 

図８－２－４ 

 設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし書における設定できない例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし書における設定できない例② 
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 ４ 感知器型感知部の設置方法にあっては、自動火災報知設備の基準（第４）を準用する。  

  ◆ 

 ５ 放出導管の耐震措置については、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー

設備の基準（第４．３）を準用する。◆ 

６ 告示第13号第５第８号に規定する「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇

所」は、屋内消火栓設備の基準（第４．１）を準用する。◆ 

 ７ 次の表示灯及び音響装置を設けた火災表示盤を、努めて防災センター等に設けること。

ただし、自動火災報知設備の受信機でこれらの表示を行い、及び警報を発することができ

る場合にあっては、この限りでない。◆ 

  (1) 火災 

  (2) 作動 

  (3) 異常 

８ 非常電源及び配線 

   非常電源（主電源に電池を用いるものを除く。）及び配線は、第６章「非常電源の基準」

によるほか、主電源の開閉器には次により表示をすること◆ 

表示基準 
色 

大きさ 

設置場所 幅 

cm 以上 

長さ 

cm 以上 地 文字 

 

（注）設備名称は当該

設備であると認識でき

る範囲において簡記す

ることができる 

白 赤 

文字の鮮明度を 

そこなわない範 

囲において自由 

当該開閉器 

の直近の見 

やすい位置 

 

第４ 特例基準 

パッケージ型自動消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次

のいずれかに該当するものについては、令第32条を適用し、当該設備を設置しないことがで

きる。 

１ 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準（第14（５、９、10及

び11を除く。））に適合するもの 

２ 告示第13号第３第２号に掲げる防火対象物の収納設備のうち、次に適合するもの 

(1) 一の収納設備の床面積が３平方メートル以下であること 

(2) 収納設備を防護できる性能を有している住宅用下方放出型自動消火装置が設置され

ていること 

パッケージ型 

自動消火設備用 
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(3) (2)の住宅用下方放出型自動消火装置は、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準

（該当する点検項目に限る。）に準じた点検が定期的に実施され、適切に維持管理され

ていること 


